
令和８年２月２４日 第１９回定例会資料 

議案第６６号 

 

 

 

１ 議案名 

 徳島県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する

規則を廃止する規則 

 

 

２ 提案理由 

 公益信託に関する法律が制定されたことに伴い、徳島県教育委員会の所管に

属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する必要がある。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教育政策課 



徳島県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の

廃止について

教育政策課

１ 規則の概要

徳島県教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律（大正１１年法律第６２号）

第１条に規定する公益信託の引受けの許可及び監督に関し必要な事項を定めている。

２ 規則廃止の理由

公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）により公益信託ニ関スル法律（大正

１１年法律第６２号）の全部が改正され、主務官庁制を廃して公益法人と共通の行政庁

が公益信託の認可・監督を行う制度に改めるとともに、公益信託の認可基準及びガバナ

ンス等を法定することで、国民からの信頼を確保しつつ、使いやすい制度へと見直しが

行なわれた。

これにより、主務官庁である徳島県教育委員会による許可・監督制が廃止されること

から、当該規則を廃止する必要がある。

３ 施行期日

令和８年４月１日

（公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）の施行日と同日）
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条

例

等

立

案

表

題

名

課
（
室
）
名

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及

教

育

政

策

課

び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

担
当
者
名

岡
本

ふ
ゆ
み

電
話
番
号

三

一

五

九

提
案
（
制
定
）
理
由

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益

信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
必
要
が
あ
る
。

あ
ら
ま
し

一

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
以

下
「
監
督
規
則
」
と
い
う
。
）
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

監
督
規
則
の
廃
止
に
伴
い
、
徳
島
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

関
係
法
規

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）

予
算
上
の
措
置

法
令
審
査
会

要

・

否

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

実
施

・

省
略

・

対
象
外
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徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止

す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年

月

日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則

を
廃
止
す
る
規
則

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
平
成

六
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
徳
島
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例

の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
）

２

徳
島
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例

の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
徳
島
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例

の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

３

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
旧
法
公

益
信
託
及
び
同
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
信
託
法
公
益
信
託
で
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
所

管
に
属
す
る
も
の
に
お
け
る
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
公
益
信
託
が

同
項
に
規
定
す
る
移
行
認
可
を
受
け
て
同
法
の
規
定
に
よ
る
公
益
信
託
と
な
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
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